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<本日の内容>

１．2018年度 社会福祉法人の経営状況

２．改正社会福祉法への対応と
地域における公益的な取組の状況
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１．2018年度 社会福祉法人の経営状況
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28.8%

71.2%

赤字 ⿊字

1-1. 2018年度の⾚字の社会福祉法⼈の割合

n = 8,350

2018年度は３割弱の社会福祉法⼈が⾚字決算（福祉医療機構融資先）

資料出所:福祉医療機構
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1-2. ⾚字法⼈の割合は上昇傾向

21.3% 23.2% 24.8%
28.8%

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

2018年度の⾚字法⼈割合は過去4年間で最悪の状況（福祉医療機構融資先）

資料出所:福祉医療機構
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1-3. 都道府県単位での⾚字法⼈の割合

⾚⾊および⻩⾊の地域は、⾚字法⼈の割合が3割を超える

資料出所:福祉医療機構
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2018年度

n=8,350

2017年度

n=6,930

差

(2018-2017)

従事者数 人 109.6 106.9 2.7

サービス活動収益 千円 644,061 618,845 25,216

人件費率 ％ 67.1 66.8 0.2

経費率 ％ 24.2 23.9 0.2

減価償却費率 ％ 4.8 4.6 0.2

サービス活動収益対サービス活動増減差額⽐率 ％ 2.9 3.4 △0.5

従事者1人当たりサービス活動収益 千円 5,877 5,791 86

従事者1人当たり人件費 千円 3,942 3,870 72

赤字割合 ％ 28.8 24.8 4.0

2018年度は増収したものの、⼈件費率・経費率の上昇により、サービス活動増減差額⽐率は0.5ポイント悪化

1-4. 2018年度 社会福祉法⼈の経営状況

資料出所:福祉医療機構
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介護保険事業*

n=3,359

⽼人福祉事業

n=83

保育事業

n=3,130

障害福祉
サービス事業

n=1,323

従事者数 人 153.1 22.5 57.9 99.6

サービス活動収益 千円 909,816 145,575 304,629 589,962

人件費率 ％ 65.7 55.8 72.9 65.0

経費率 ％ 26.0 35.6 19.7 22.1

減価償却費率 ％ 5.6 6.4 3.1 3.9

サービス活動収益対サービス活動増減差額⽐率 ％ 2.4 2.2 4.2 3.3

従事者1人当たりサービス活動収益 千円 5,943 6,469 5,262 5,921

従事者1人当たり人件費 千円 3,904 3,609 3,834 3,848

赤字割合 ％ 33.9 31.3 25.2 27.3

介護保険事業、⽼⼈福祉事業はサービス活動増減差額⽐率が低く、⾚字割合が⾼い傾向。経年では、サービス活動増減
差額⽐率は介護保険2.5%→2.4%、⽼⼈福祉1.8％→2.2％、保育5.7%→4.2%、障害福祉4.0%→3.3%

1-5. 2018年度 社会福祉法⼈の経営状況（主たる事業別）

資料出所:福祉医療機構*介護保険事業収益が法人全体の収益の50%を超える法人（⽼人福祉事業・保育事業・障害福祉サービス事業も同様）
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1億円未満

n=408

1億円以上
5億円未満
n=4,524

5億円以上
10億円未満
n=1,957

10億円以上
15億円未満

n=704

15億円以上

n=757

従事者数 人 16.3 48.4 121.2 204.5 407.3

サービス活動収益 千円 78,825 260,303 705,096 1,209,202 2,558,768

人件費率 ％ 70.0 69.3 66.7 66.3 66.3

経費率 ％ 21.5 22.3 24.3 24.7 25.0

減価償却費率 % 4.4 4.4 5.0 5.0 4.7

サービス活動収益対サービス活動増減差額⽐率 ％ 0.7 3.0 2.8 2.9 2.8

従事者1人当たりサービス活動収益 千円 4,822 5,380 5,816 5,914 6,283

従事者1人当たり人件費 千円 3,375 3,726 3,880 3,922 4,164

赤字割合 ％ 43.4 29.5 28.6 25.1 20.7

収益規模が大きいほど、⾚字割合が低く経営は安定する傾向

1-6. 2018年度 社会福祉法⼈の経営状況（サービス活動収益規模別）

資料出所:福祉医療機構
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1. 2018年度 社会福祉法⼈の経営状況 まとめ

・全体としては、報酬改定等により増収したが、
人件費率・経費率の上昇により、利益率は
前年度から0.5ポイント低下し2.8%、
赤字割合は28.8%と過去4年間で最悪の⽔準

・法人の主たる事業別にみても、
おおむね利益率は前年度から低下している

・法人の規模別にみると、小規模な法人は4割超が
赤字であり、経営状況の厳しさが垣間⾒える
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2．改正社会福祉法への対応と
地域における公益的な取組の状況
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２-1. 改正社会福祉法への対応状況

２-2. 地域における公益的な取組みの状況

２-3. 人材確保の観点からみた
地域における公益的な取組み
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２-1. 改正社会福祉法への対応状況

２-2. 地域における公益的な取組みの状況

２-3. 人材確保の観点からみた
地域における公益的な取組み
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２-1-1. 社会福祉法⼈制度の改⾰（主な内容）

○ 公益性・非営利性を確保する観点から制度を見直し、国民に対する説明責任を果たし、地域社会に貢献する

法人の在り方を徹底する。

２．事業運営の透明性の向上

□ 財務諸表の公表等について法律上明記

１．経営組織のガバナンスの強化

□ 理事・理事長に対する牽制機能の発揮

□ 財務会計に係るチェック体制の整備

○ 議決機関としての評議員会を必置 ※理事等の選任・解任や役員報酬の決定など重要事項を決議

(注）小規模法人について評議員定数に係る経過措置を設ける。

○ 役員・理事会・評議員会の権限・責任に係る規定の整備

○ 親族等特殊関係者の理事等への選任の制限に係る規定の整備

○ 一定規模以上の法人への会計監査人の導入 等

○ 閲覧対象書類の拡大と閲覧請求者の国民一般への拡大

○ 財務諸表、現況報告書（役員報酬総額、役員等関係者との取引内容を含む。）、

役員報酬基準の公表に係る規定の整備 等

３．財務規律の強化
① 適正かつ公正な支出管理の確保

② いわゆる内部留保の明確化

③ 社会福祉事業等への計画的な再投資

① 役員報酬基準の作成と公表、役員等関係者への特別の利益供与を禁止 等
② 純資産から事業継続に必要な財産（※）の額を控除し、福祉サービスに再投下可能
な財産額（「社会福祉充実残額」）を明確化

※①事業に活用する土地、建物等 ②建物の建替、修繕に必要な資金 ③必要な運転資金 ④基本金、
国庫補助等特別積立金

③ 再投下可能な財産額がある社会福祉法人に対して、社会福祉事業又は公益事業の新
規実施・拡充に係る計画の作成を義務づけ（①社会福祉事業、②地域公益事業、③その他公益

事業の順に検討） 等

４．地域における公益的な取組を
実施する責務

□ 社会福祉法人の本旨に従い他の主体で
は困難な福祉ニーズへの対応を求める

○ 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上支援を
要する者に対する無料又は低額の料金で福祉サービスを提供することを責務として規定
※利用者負担の軽減、無料又は低額による高齢者の生活支援等

５．行政の関与の在り方

□ 所轄庁による指導監督の機能強化

□ 国・都道府県・市の連携を推進

○ 都道府県の役割として、市による指導監督の支援を位置づけ

○ 経営改善や法令遵守について、柔軟に指導監督する仕組み（勧告等）に関する

規定を整備

○ 都道府県による財務諸表等の収集・分析・活用、国による全国的なデータベース

の整備 等

社会福祉法 制度 改革（ な 容）

資料︓厚⽣労働省

平成28年4⽉の改正社会福祉法の施⾏から丸4年が経過しました
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全体

n=8,350

介護保険事業

n=3,359

⽼人福祉事業

n=83

保育事業

n=3,130

障害福祉
サービス事業

n=1,323

社会福祉充実残額発⽣ ％ 7.2 6.4 7.2 5.2 14.3

会計監査人設置対象 ％ 2.2 3.5 0.0 0.1 1.4

会計監査人任意設置 ％ 0.8 1.0 0.0 0.4 1.2

地域における公益的な取組み記入 ％ 59.4 66.5 51.8 47.6 65.2

改正社会福祉法への対応状況は、法⼈の主たる事業によって差がみられる

２-1-2. 改正社会福祉法への対応状況（主たる事業別・2018年度）

資料出所:福祉医療機構
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会計監査⼈設置対象法⼈のサービス活動収益は平均42.7億円、会計監査報酬は463.1万円程度

２-1-3. 法⼈の収益規模と会計監査報酬（設置対象法⼈・2018年度）

1
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3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

会
計
監
査
報
酬
（
百
万
円
）

サービス活動収益（百万円）

監査報酬
平均463.1万円

収益
平均42.7億円

資料出所:福祉医療機構

n=183
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２-1. 改正社会福祉法への対応状況

２-2. 地域における公益的な取組みの状況

２-3. 人材確保の観点からみた
地域における公益的な取組み
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全体

n=8,350

介護保険事業

n=3,359

⽼人福祉事業

n=83

保育事業

n=3,130

障害福祉
サービス事業

n=1,323

社会福祉充実残額発⽣ ％ 7.2 6.4 7.2 5.2 14.3

会計監査人設置対象 ％ 2.2 3.5 0.0 0.1 1.4

会計監査人任意設置 ％ 0.8 1.0 0.0 0.4 1.2

地域における公益的な取組み記入 ％ 59.4 66.5 51.8 47.6 65.2

改正社会福祉法への対応状況は、法⼈の主たる事業によって差がみられる

【再掲】２-２. 改正社会福祉法への対応状況（主たる事業別・2018年度）

資料出所:福祉医療機構
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2-2-1. 地域における公益的な取組の記載状況（2018年度）

記載率は都道府県によって、9割超から3割台までとばらつきがみられる

記載あり

59.4%

記載なし

40.6%

全体の状況

n=8,350

資料出所:福祉医療機構

80%以上
70〜80%
60〜70%
50〜60%
50%未満
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※入⼒サンプル

【参考】地域における公益的な取組の記⼊先（財務諸表等⼊⼒シート・現況報告書）
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2-2-2. 実際にどんな内容が記載されているか（2018年度・機構融資先）

実習受⼊れ、連携によるネットワーク構築、災害避難場所提供等について多くの記述がみられた

●地域住⺠の交流場所
を提供（施設開放等）

●職場体験や、実習の
受入れを通じた
福祉人材の育成

●社会福祉法人の連携
ネットワークの構築

●災害避難場所の提供
避難場所協定の締結
⾷料等の備蓄

●⽣活困窮者の
相談支援事業

●利⽤者負担の減免
資料出所:福祉医療機構
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2-2-3. ⾼齢者福祉事業主体法⼈*の記載内容（ 2018年度）

認知症カフェやサロン活動、公⺠館等での介護予防教室等への職員派遣に特徴

●認知症カフェ・認知症
家族のための講座等

●介護予防教室・健康
体操教室

●介護保険サービスの
低所得者負担減免

●地域の高齢者向けの
サロン活動

●研修等への職員派遣

●防災訓練への参加

資料出所:福祉医療機構*高齢者福祉事業主体法人︓
介護保険事業および⽼人福祉事業主体法人

21



WAM

Copyright ⓒ 2020Welfare And Medical Service Agency (WAM). ALL rights reserved.

2-2-4. 保育事業主体法⼈の記載内容（2018年度）

地域の子育て家庭への相談支援や園庭の開放が中心

●子育て家庭の親子の
ための情報交換・遊び
場所の提供

●児童虐待防止ネット
ワークへの参画

●園⾏事への参加を
呼びかける

●近隣の育児家庭を対象
とした子育て相談支援

●園庭の開放

●⽼人会や高齢者施設を
訪問しての交流

●中学⽣の職場体験の
受入れ

資料出所:福祉医療機構
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2-2-5. 障害福祉サービス事業主体法⼈の記載内容（ 2018年度）

地域住⺠の障害への理解を促進するための取組や、就労系の支援と結びついた内容が特徴

●障害者・障害の理解を
深める講座の開催、住
⺠との交流の場を提供

●地域の⾏事や清掃活動
に利⽤者が職員ととも
に参加

●⽣活困窮者を対象とし
た相談支援・就労のた
めの訓練等の支援

●施設の開放

資料出所:福祉医療機構
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2-2. 地域における公益的取組みの状況 まとめ

・2018年度は約6割の法人の記載にとどまった。
2019年度決算分の現況報告書の作成にあたり、
いま⼀度セクション11-2への記載のチェックを︕

・2018年度の記載内容について分析したところ、
それぞれの法人では、主⼒にしている事業の
強みを活かした取組みを展開していることがわかる

・今後は、記載の有無だけでなく
取組みの「内容」に焦点が移ることが⾒込まれる
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２-1. 改正社会福祉法への対応状況

２-2. 地域における公益的な取組みの状況

２-3. 人材確保の観点からみた
地域における公益的な取組み
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2-3-1. 地域における公益的な取組みの記載状況と新卒者採用

法⼈の主体事業

新卒者採用実績（1⼈以上）
のあった法⼈割合(%)

公益的取組み
記載あり

公益的取組み
記載なし

介護保険事業 73.1 58.1

保育事業 51.1 41.3

障害福祉サービス事業 76.4 56.2

社会福祉法人全体 64.3 52.8

いずれの事業においても、地域における公益的な取組みを記載している法⼈群の方が
新卒者採用実績（1⼈以上）があった割合が⾼い

資料出所:福祉医療機構
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2-3-2. 考えられる理由①

意欲的な学生の採用は、将来的な法⼈運営にとっても有益と考えられる

・近年、福祉系養成校の養成課程において
コミュニティソーシャルワークについて
学ぶ機会が設定されていることが多い

・そのため、福祉に意欲的な学⽣ほど
「地域」への貢献意識（アンテナ）が高い

・そのような学⽣にとって、社会福祉法人の
地域における公益的な取組みは、
まさに学んできたことの実践の場であり、
⼤きな魅⼒として映るのではないか
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2-3-3. 地域における公益的な取組みの記載状況と若⼿職員離職率

法⼈の主体事業
若⼿職員離職率(%)*

公益的取組み
記載あり

公益的取組み
記載なし

介護保険事業 4.4 4.8

保育事業 4.0 4.1

障害福祉サービス事業 3.6 4.2

社会福祉法人全体 4.2 4.5

地域における公益的な取組みを記載している法⼈群の方が勤続3年以上10年未満職員の離職率が低い傾向
→ 若⼿職員にとっても魅⼒を感じられる法⼈となっている可能性

資料出所:福祉医療機構

*若⼿職員離職率︓（勤続3年以上10年未満職員の退職者数）÷（職員総数）
なお、開設10年以上の法人を計算対象とした
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2-3-4. 考えられる理由②

実施法⼈からは、職員にとってもやりがいを感じられる場面が多いとの声も

・新たに地域における公益的な取組みを始める場合、
⽐較的年次の若い職員が中⼼となることが多く、
若⼿職員の活躍・成⻑の機会となりうる

・また、法人施設の利⽤者以外の
地域住⺠（からの感謝）に直接触れられる
貴重な機会となることが多い

・結果、若⼿職員の仕事への達成感や、
法人への帰属意識・定着、ひいては、
法人全体の活性化につながっていると考えられる
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2-3. ⼈材確保の観点からみた地域における公益的な取組み まとめ

・地域における公益的な取組みを積極的に実践し、
法人外にも伝える姿勢には、人材確保の観点からも
⼀定の効果が⾒込まれる

・法人の責務としてとらえるか、
法人の魅⼒（＝法人の思い・⼤切にしていること）
を伝えるツールとして活⽤するか

・法人の思いや理念を、法人内外と共有するための
きっかけとして、あらためて地域における公益的な
取組みについて考えることも有益かもしれません
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新型コロナウイルス感染症に関連する福祉医療機構の融資メニュー

融資条件

償還期間
（据置期間）

15 年以内
（５年以内）

貸付利率
当初 5 年間 3,000 万円まで無利子

3,000 万円超の部分は 0.2％
６年目以降 0.2％

貸付⾦の限度額
（無担保貸付）

なし
（6,000 万円）

3．既往貸付に関するご相談の方
当面6か月間の元利⾦、事業者の状況に応じて更に3年間（最⻑３年６か月）の
元利⾦のお支払いについて、返済猶予のご相談に応じます。

新型コロナウイルスの感染により事業停止等となった事業者に対する福祉医療貸付事業の
対応について（⼀部改正）

１．貸付をご利⽤される方
当貸付事業の融資対象施設を経営している事業者の方であって、新型コロナウイルスの
感染等当該施設の責に帰することができない理由により事業の継続に支障がある方。

２．貸付条件
福祉貸付事業（経営資⾦）

※2020年5月19日現在
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新型コロナウイルス感染症に関連する福祉医療機構の融資メニュー

（独）福祉医療機構（新型コロナウイルス感染症の優遇融資関連ページ
https://www.wam.go.jp/hp/fukui_shingatacorona/

施設
開設地 窓口 連絡先

新
規
貸
付

東日本
（北海道

〜三重県）

東京本部
福祉医療
貸付部
福祉審査課

<TEL> 03-3438-9298
03-3438-0207

<FAX> 03-3438-0659

⻄日本
（福井県

〜沖縄県）
⼤阪支店
福祉審査課

<TEL> 06-6252-0216
<FAX> 06-6252-0240

既
往
貸
付

東京本部 顧客業務部
顧客業務課

<TEL> 03-3438-9939
<FAX> 03-3438-0248
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独⽴⾏政法⼈福祉医療機構
経営サポートセンター

コンサルティンググループ 小寺俊弘

TEL ︓ 03-3438-9935
FAX ︓ 03-3438-0371

お問い合わせ先

ご清聴ありがとうございました
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※経営分析参考指標
https://www.wam.go.jp/hp/guide‐keiei‐keieiqa‐tabid‐1976/


